
千葉市における女性活躍等の情報公開について①

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）及び次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）に基づき、下記のとおり
本市の情報を公表します。

１ 女性職員の採用割合 ２ 女性職員の割合（全体）

※教職員を含む。

３ 管理職（課長補佐級以上）に占める女性職員の割合

※教職員を含む

４ 職員の年次有給休暇の取得状況

令和４年度 令和５年度 令和６年度

16.3日 17.3日 1６.６日

令和５年4月1日現在 令和６年4月1日現在 令和７年4月1日現在

24.4% ２３.８% ２４.８%

令和５年４月１日現在 令和６年４月１日現在 令和７年４月１日現在

48.3% 48.3% 48.７%

令和５年度
（令和４年度試験）

令和６年度
（令和５年度試験）

令和７年度
（令和６年度試験）

全体 50.7％ ５１．３％ ４５．２％

事務・技術のみ 43.9% ４６．７% ４１．８%

令和７年９月２２日 公表



千葉市における女性活躍等の情報公開について②
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）及び次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）に基づき、下記のとおり
本市の情報を公表します。

６ 育児休業の取得状況

※分母のうち当該年度中に取得した者／当該年度中に新たに取得可能となった者

※分子に、過年度に取得可能となった者が、当該年度に取得した場合を含む。
また、年度内に2回取得した場合は2人とカウントする。

７ 男性の育児関連休暇取得率

市基準 令和４年度 令和５年度 令和６年度

男性 51.9% 5１.４% 5０.８%

女性 99.7% 9８.０% 100.0%

国基準 令和４年度 令和５年度 令和６年度

男性 78.2% ６４.７% ６２.３%

細項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度

男性職員の育児に関する
休暇・休業の取得

５９.０% ５４.２% ５１.３%

５ 職員の超過勤務の状況

令和４年度 令和５年度 令和６年度

16.0時間 1５.９時間 １５.８時間
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